
（別紙２） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋） 

 

（事業者の処理） 

第１２条 略 

５ 事業者（中間処理業者（発生から最終処分（埋立処分、海洋投入処分（海洋

汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の

場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。）又は再生をいう。以下

同じ。）が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分

する者をいう。以下同じ。）を含む。次項及び第７項並びに次条第５項から第

７項までにおいて同じ。）は、その産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除くも

のとし、中間処理産業廃棄物（発生から最終処分が終了するまでの一連の処理

の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同

じ。）を含む。次項及び第７項において同じ。）の運搬又は処分を他人に委託す

る場合には、その運搬については第１４条第１２項に規定する産業廃棄物収

集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定す

る産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければ

ならない。 

６ 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場

合には、政令で定める基準に従わなければならない。  

（以下 略） 

 

（産業廃棄物管理票） 

第１２条の３ その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者（中間処理業者

を含む。）は、その産業廃棄物（中間処理産業廃棄物を含む。第１２条の５第

１項及び第２項において同じ。）の運搬又は処分を他人に委託する場合（環境

省令で定める場合を除く。）には、環境省令で定めるところにより、当該委託

に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者（当

該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分

を受託した者）に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は

処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産

業廃棄物管理票（以下単に「管理票」という。）を交付しなければならない。 

 

（虚偽の管理票の交付等の禁止） 

第１２条の４ 略 

２ 前条第１項の規定により管理票を交付しなければならないこととされてい

る場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交

付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受

けてはならない。 

（以下 略） 

  



（産業廃棄物処理業） 

第１４条 略 

１５ 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃

棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外

の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。 

１６ 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、

産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはなら

ない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処

分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、

この限りでない。 

 

（事業の停止） 

第１４条の３ 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分

業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部

又は一部の停止を命ずることができる。 

一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼

し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。 

 

（許可の取消し） 

第１４条の３の２ 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物

処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなけ

ればならない。 

五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違

反したとき。 

 

（準用） 

第１４条の６ 第１４条の３及び第１４条の３の２の規定は、特別管理産業廃

棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 

 （以下 略） 

 

（立入検査） 

第１９条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度におい

て、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであ

ることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係

者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは

産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第１５条の１７第１項

の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いの

ある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃

棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状

況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の

物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若し

くは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。 


